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社会の信頼に応えるため、
いつも誠実に行動します

2Theme Theme

ずっと働きたい職場を
みんなでつくります

従業員

 

3Theme

T O P I C S

従業員意識調査の実施結果について
当社は、隔年で従業員意識調査を実施し、諸施策の検
討に活用しています。2011年の2・3月に実施した調査
（回答者数14,526人）では、「川崎重工業の一員である
ことへの誇り」や「仕事のやりがい環境」など、ほとんど
の設問で前回より肯定的な回答が増えているという結果
が得られました。
一方で、福利厚生関係の設問や「育児・介護関連制度
の利用しやすい環境」など、相対的に肯定的な回答が
少ない項目もありましたので、現状を真摯に受け止め、
各種施策に展開していきます。

※下の表は、全59の設問項目のうち、特徴的な結果が出ている
項目を抜粋して掲載したものです。
数値は、回答者が1～5の選択肢から回答した結果の平均値です。
数値が高い程肯定的な評価であり、満足度が高くなっています。
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今の仕事は達成感を感じることができる

私は川崎重工業の一員であることに誇りを持っている

カフェテリアプラン（当社の選択型福利厚生制度）は
使いやすい制度である

職場は育児・介護関連の制度が利用しやすい
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株主・投資家との関わり

お取引先との関わり
公平・公正な取引と信頼関係の構築
当社は、「資材調達基本方針」および「資材取引先との取
引における行動指針」に則り、お取引先との取引に携わる設
計・製造部門なども含めた関係者すべてが、お取引先との長
期的な信頼関係に基づく調達活動を行っています。
なお、本方針および本指針は、Webサイトに開示すると
ともに各部門に掲示することで、関係者すべてに周知徹底
を図っています。

株主総会
当社は、「株主総会」を株主の皆様と当社経営陣との間で

コミュニケーションを行う重要な「場」と考えています。
株主の皆様が株主総会の決議事項について十分にご検討

いただけるよう、法定の期限よりも早く招集通知をお送りする
とともに、英文での招集通知も作成し、当社Webサイト等に
掲載しています。
さらに、総会会場に出席することが困難な株主の皆様に対

しては、インターネットや携帯電話を利用して議決権を行使で
きるようにしています。

ＩＲ活動
当社は、国内外におけるさまざまなＩＲ活動を通じて、株主・

投資家の皆様と積極的にコミュニケーションを図っていま
す。機関投資家・アナリスト向け決算説明会、海外機関投資
家訪問を実施しているほか、経営概況などを分かりやすくま
とめた株主様向け冊子の発行、当社WebサイトのＩＲ情報の
充実にも取り組んでいます。

「人財」の育成
当社では、ミッションステートメントに基づいて設定した６

つの人財像【①グローバルに活躍できる人財、②社会や顧
客の課題を解決できる人財、③変革・革新を担うことのでき
る人財、④技術を高度化できる人財、⑤総合力を発揮できる
人財、⑥常に収益の視点を持つ人財】の実現を目指し、従業
員の一貫した育成・強化を図っています。

❶マネジメント力・業務遂行力の強化
（事務・技術職の育成）
事務・技術職は、入社から３年目までの新人期に、指導員制

度に基づく体系的なＯＪＴ（On the Job Training）と各種研
修を組み合わせて、若手担当者の早期育成を図っています。
また、役職者には課長研修・部長研修・理事研修といった
研修を行うなどして、ミドルマネジメントの強化と経営候補者
の養成に取り組んでいます。

株主総会

資材調達基本方針 ＜抜粋＞

CSR調達ガイドライン

部長研修（ダイバーシティ）

マネジメント

ＣＳＲ調達
ＣＳＲの要請および顧客の信頼に対応する観点から、当社
は2012年4月に「ＣＳＲ調達ガイドライン」を制定し、当社
Webサイトに開示しました。
資材調達基本方針および本ガイドラインに基づき、当社

はお取引先のご協力をいただきながら、コンプライアンスを
はじめとし、人権・労働・安全衛生や地球環境への配慮など、
ＣＳＲの考え方に沿った調達活動を推進していきます。

コンプライアンスの徹底
「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」や「建設業法」な
ど調達関連法規の遵守のため、グループの調達部門等を対
象とした集合研修を毎年実施しています。
特に、下請法については、次の通り、積極的な取り組みを

継続しています。
●設計・製造部門を対象とした研修を各工場および関係会社
で実施（2011年度：計16回、769名の参加）

●各業務において注意すべき事例を取り上げた「下請法違
反事例集」を配付

●「下請法自主監査チェックリスト」を作成し、2012年度内
に社内Webサイトに掲載して、調達・設計・製造以外の部門
にも幅広く啓発する予定

❷現場力の向上（生産職の育成）
生産職は、若手に向けた「技能資格の早期取得奨励制

度」や、高度な専門技能を持つ熟練生産職を「範師」と認定
し、その技能を計画的に後進に伝えていく「範師制度」を新
たに設け、生産現場における技能の伝承と向上に取り組ん
でいます。
また、技能グランプリなどの社外の技能競技会にも積極
的に参加しており、2011年の技能グランプリでは、機械組
立職種で第３位、普通旋盤職種で敢闘賞に入賞しました。

活力ある職場風土の実現
年次有給休暇の取得促進
当社は、従業員が心身のリフレッシュを図り、仕事とプライ

ベートのメリハリをつけることを目指し、年次有給休暇の取
得を促進しています。その方法のひとつとして、従業員が年
度初めに連休取得日を設定し、必ずその日に連休を取得す
る制度である「ゆうゆう連休」を導入しています。また、
2010年4月から年次有給休暇の付与日数を21日から22
日に増やすなど、休暇を取得しやすい環境づくりを進めて
います。
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多様性（ダイバーシティ）の尊重
女性の活躍促進
当社では、女性の採用に積極的に取り組んでいます。

女性の採用人数・役職者数は年々増加しており、特に採用面
では、大卒事務系の採用人員の約３割が女性となっています。
今後は若手女性社員に対する目標・参考となる女性先輩
社員の紹介や、所属長への女性部下育成のための支援など
に取り組んでいきます。

障がい者の活躍促進
障がい者の雇用拡大にも努めており、さまざまな職場で障

がいを持つ方が活躍しています。2010年には初めての試み
として、手話通訳をつけた社内研修を実施し、聴覚に障がい
を持つ従業員の研修受講機会の拡大を図るなど、バリア
フリー化にも積極的に取り組んでいます。

人権の尊重
ハラスメントの防止、人権啓発
当社は、ハラスメントのない働きやすい職場環境の構築に
向け、研修を通じて指導・啓発を行っています。
セクシュアル・ハラスメントについては各事業所に相談窓
口を設けているほか、相談専用のメールアドレスを設け、
メールでの相談を受けつけています。
人権啓発についても、新入社員研修や各種階層別研修の
場を活用して、人権意識の高揚を図っています。

安心して働くことができる
安全な職場の構築
労働災害防止への取り組み
❶ＫＳＫＹ※運動の継続実施
当社では2002年よりＫＳＫＹ運動を継続実施していま

す。安全の基本ルール遵守による規律ある職場づくり（Ｋ）、
作業の切れ目、勘どころにおける指差呼称の徹底（Ｓ）、そし
て危険予知能力のさらなる向上を図り（ＫＹ）、従業員一人ひ
とりの意識を高めるとともに、「相互注意」が行える職場づく
りを目指しています。
※ Ｋ：基本ルール、Ｓ：指差呼称、ＫＹ：危険予知

❷危険体感教育の充実　　　　　　　　
当社では、疑似体験を通じて職場に存在する危険を体感

させることで安全意識の向上を図っています。さらに、より効
果的な体感教育とするために体感器材や設備の充実にも努
めています。

健康指導とメンタルヘルスケアへの取り組み
❶各種健康教室の開催
新入社員や定期健康診断結果で生活習慣病の所見が

あった従業員などを対象に「若年層食生活改善教室」、
「高血糖改善教室」などの健康教室を開催するなど、健康管
理の推進を図っています。

❷メンタルヘルスケア
定期健康診断時に従業員の日頃のストレス度をチェック

し、ストレス度の高い従業員には、産業医による問診と個別
指導を実施しています。さらに、管理監督者向けの集合教
育、ｅラーニングによるラインケア教育ならびにセルフケア
教育などを実施しています。

❸疲労蓄積度自己診断チェックの実施 
長時間勤務者を対象に「疲労蓄積度自己診断チェック」を
義務付けています。疲労蓄積度が高い従業員には産業医に
よる問診と個別指導を実施しています。

危険体感教育

健康教室

セクハラ防止の啓発文書

「ワークライフバランス」を支援
当社では、従業員が仕事と子育てを両立させながら、いき

いきと働き続けることができるように、さまざまな次世代育成・
両立支援を行っています。
特に、育児休業制度などは法令を上回る制度内容として

いるほか、育児休業者の職場復帰を支援するプログラムを
導入するなどしており、兵庫労働局長から子育てサポート企
業として認定を受けています。さらに、2011年4月からは、
結婚・出産・育児等による退職者が、再度働ける状況になった
際に、会社に再雇用希望の申し出を行うことができる制度
や、育児・看護等で必要なときに時間単位で休暇をとれる制
度を新たに設けました。
なお、こうした取り組みは育児のみならず介護を必要とす
る家族を持つ従業員に対しても同様であり、仕事と介護を両
立できるよう、各種制度でサポートしています。

T O P I C S

ＫＭＩ（インドネシア）における従業員配慮
PT. Kawasaki Motor Indonesia（KMI）はインドネ
シアにおけるモーターサイクルの製造・販売拠点です。
インドネシアの人口の約90％はイスラム教徒であり、
KMI従業員の多くもイスラム教徒です。そのためKMIで
も彼らにさまざまな配慮をしています。
会社はイスラム教徒のために工場内にムショラという
礼拝場所を設けています。女性従業員は勤務時間中に
スカーフを着用することが認められています。食堂では、
イスラムの教義で禁じられている豚肉の料理は提供され
ません。
イスラム教徒には日の出から日の入りまで断食する月

（ラマダン）がありますが、この期間中、KMIは管理部門、
営業部門の就業時間を３０分早めています。それは多く
のイスラム教徒がラマダン中は家で家族と一緒に夕食を
とりたいと希望するためです。また、ラマダンに続くレバ
ラン（断食を成し遂げたことを祝う休暇）の後、KMIでは
ハラルビハラルという行事をイスラム教徒のために開催
しています。
しかしインドネシアはイスラム教を国教としているわけ
ではありません。憲法で信教の自由を保障し、キリスト教
徒やヒンドゥー教徒のため、クリスマスやヒンドゥー教の

工場内の礼拝所（ムショラ）

ハラルビハラル

スカーフを着用した女性従業員

祝日も国民の休日になっています。KMIでもそうした少
数派であるキリスト教徒にも配慮し、クリスマスにはセレ
モニーを開催しています。
このようにKMIでは当地の宗教や文化、習慣に配慮し、
従業員の人権を尊重した事業の運営を図っています。

テーマ3「従業員」のより詳細な
情報についてはWebに掲載しています。




